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報告第３号 

   専決処分の承認について 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

  令和６年５月30日提出  

阿久根市長  西  平  良  将     
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専決第３号 

   阿久根市税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 

  令和６年３月30日  

阿久根市長  西  平  良  将     

   専決処分する理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が公布さ

れたこと等から、阿久根市税条例の一部改正について専決処分する。 
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阿久根市条例第17号  

   阿久根市税条例の一部を改正する条例 

阿久根市税条例（昭和 45年阿久根市条例第 34号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第 51条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記

以外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当すること

が明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場

合は、この限りでない。 

第 51条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を

「には」に改める。 

第 72条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記

以外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいず

れかに該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免す

る必要があると認める場合は、この限りでない。 

第 72条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を

「には」に改める。 

第 139条の３第２項中「によって、」を「により」に改め、同項各

号列記以外の部分に次のただし書きを加える。 

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各

号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保

有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

 第 139条の３第３項中「によって、」を「により」に改める。 

附則第５条の次に次の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

第５条の２ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４条の４第

４項に規定する特例損失金額（以下この項において「特例損失金

額」という。）がある場合には、特例損失金額（同条第４項に規

定する災害関連支出がある場合には、第３項に規定する申告書の
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提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項

において「損失対象金額」という。）について、令和５年におい

て生じた法第 314条の２第１項第１号に規定する損失の金額として、

この条例の規定を適用することができる。この場合において、第

34条の２の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、

その者の令和７年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年

の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の

適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなか

ったものとみなす。 

２  前項前段の場合において、第34条の２の規定により控除された金

額に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生

計を一にする令第 48条の６第１項に規定する親族の有する法附則

第４条の４第４項に規定する資産について受けた損失の金額（以

下この項において「親族資産損失額」という。）があるときは、

当該親族資産損失額は、当該親族の令和７年度以後の年度分で当

該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市

民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失

額が生じた年において生じなかったものとみなす。 

３  第１項の規定は、令和６年度分の第36条の２第１項又は第４項の

規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書

が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出され

た第 36条の３第１項の確定申告書を含む。）に第１項の規定の適

用を受けようとする旨の記載がある場合（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める

場合を含む。）に限り、適用する。 

附則第６条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３

項」に改める。 

附則第７条の４の次に次の４条を加える。 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８

第４項及び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係

る令和６年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が 1,805万
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円以下である所得割の納税義務者（次条及び附則第７条の７にお

いて「特別税額控除対象納税義務者」という。）の第 34条の３、

第 34条の５から第 34条の８まで、附則第５条第２項、附則第７条

第１項、附則第７条の３の２第１項、前条及び附則第９条の２の

規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２  前項の規定の適用がある場合における第34条の６第２項、第47条

の５第１項及び前条の規定の適用については、第 34条の６第２項

及び前条中「附則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の

６第２項及び第５条の８第６項」と、第 47条の５第１項中「課し

た」とあるのは「附則第７条の５第１項の規定の適用がないもの

とした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項

の 規 定 の 適 用 が な い も の と し た 場 合 に お け る 前 々 年 中 」 と 、  

「、前々年中」とあるのは「、附則第７条の５第１項の規定の適

用がないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納

税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第 41条の規定

にかかわらず、次に定めるところによる。 

 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に

係る個人の市民税の額（前条第１項の規定の適用がないものと

し た 場 合 に 算 出 さ れ る 普 通 徴 収 に 係 る 個 人 の 市 民 税 の 額 を い

う 。 ） 、 特 別 税 額 控 除 前 の 普 通 徴 収 に 係 る 個 人 の 県 民 税 の 額

（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないもの

とした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をい

う。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以下この

号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の

額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、

普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境

税の額の合算額を控除した額（以下この項において「普通徴収

の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の

特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除し

て得た金額（当該金額に 1,000円未満の端数があるとき、又は当
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該金額の全額が 1,000円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」と

いう。）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普

通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金

額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たな

い場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、

第 40条第１項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び

次条第１項において「第１期納期」という。）においてはその

者の第１期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る

特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期に

おいてはその者の分割金額とする。 

 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、

その者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額に満たな

い場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、

第１期納期においてはないものとし、第 40条第１項に規定する

第２期の納期（以下この項及び次条第１項において「第２期納

期」という。）においてはその者の第１期分金額とその者の分

割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る

特別税額控除額を控除した額とし、第 40条第１項に規定する第

３期の納期（以下この項において「第３期納期」という。）及

び 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 第 ４ 期 の 納 期 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「第４期納期」という。）においてはその者の分割金額とする。  

 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額

との合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者

の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に満たない場合に

は、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納

期及び第２期納期においてはないものとし、第３期納期におい

てはその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得

た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る

特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期においてはその
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者の分割金額とする。 

 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額

に２を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納

税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第２期

納期及び第３期納期においてはないものとし、第４期納期にお

いてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に

係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合

算額とする。 

２  令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第47条第１項の規

定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを

除く。）を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場

合については、前項の規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関す

る特例） 

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第47条の２第１項

の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係

る所得に係る個人の市民税（第３項において「年金所得に係る特

別徴収の個人の市民税」という。）の額及び同条第２項の規定に

より普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に

係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。 

 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に

係る個人の市民税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用が

ないものとした場合に算出される第 47条の２第１項に規定する

前 年 中 の 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 に 係 る 所 得 割 額 及 び 均 等 割 額

（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この

号及び第５号において同じ。）の合算額（以下この号及び第５

号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」

と い う 。 ） を い う 。 以 下 こ の 号 及 び 第 ３ 項 第 １ 号 に お い て 同

じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合

算額を控除した額（以下この項及び第３項において「年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。）がその
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者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別

税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控

除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年

金所得に係る個人の市民税の額の２分の１に相当する額をいう。

以下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下この号

において同じ。）を２で除して得た金額（当該金額に 1,000円未

満の端数があるとき、又は当該金額の全額が 1,000円未満である

ときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下こ

の項において「第２期分金額」という。）をその者の特別税額

控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に

相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）

に満たない場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の

方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市

民税の額（以下この項において「普通徴収対象税額」という。）

並びに第 47条の３に規定する特別徴収対象年金給付の支払をす

る際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所

得 に 係 る 個 人 の 市 民 税 の 額 （ 以 下 こ の 項 及 び 第 ３ 項 に お い て

「特別徴収対象税額」という。）は、第１期納期においてはそ

の者の第１期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税

に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第２期

納期においてはその者の第２期分金額に相当する税額、当該年

度の初日の属する年の 10月１日から 11月 30日までの間において

はその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額

を３で除して得た金額（当該金額に 100円未満の端数があるとき、

又は当該金額の全額が 100円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」

という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の

特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する

金額（以下この項において「 10月分金額」という。）に相当す

る税額、同年 12月１日から翌年の３月 31日までの間においては

その者の分割金額に相当する税額とする。 

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税
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に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、か

つ、その者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額

に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額

は、第１期納期における税額はないものとし、第２期納期にお

いてはその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計

額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控

除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する

年の 10月１日から 11月 30日までの間においてはその者の 10月分

金額に相当する税額、同年 12月１日から翌年の３月 31日までの

間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税

に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の第２

期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、

その者の第２期分金額及びその者の 10月分金額の合計額に満た

ない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第

１期納期及び第２期納期における税額はないものとし、当該年

度の初日の属する年の 10月１日から 11月 30日までの間において

はその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の

10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税

に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 12

月１日から翌年の３月 31日までの間においてはその者の分割金

額に相当する税額とする。 

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税

に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２

期分金額及びその者の 10月分金額の合計額以上であり、かつ、

その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の 10月

分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普

通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２

期納期並びに当該年度の初日の属する年の 10月１日から 11月 30

日までの間における税額はないものとし、同年 12月１日から翌

年の１月 31日までの間においてはその者の第１期分金額、その

者の第２期分金額、その者の 10月分金額及びその者の分割金額
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の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から

３月 31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額

とする。 

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税

に係る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２

期分金額、その者の 10月分金額及びその者の分割金額の合計額

以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額

は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する

年の 10月１日から翌年の１月 31日までの間における税額はない

ものとし、同年２月１日から３月 31日までの間においてはその

者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する

税額とする。 

２  前項の規定の適用がある場合における第47条の４の規定の適用に

ついては、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年

度の初日の属する年の 10月１日から翌年の３月 31日までの間にお

ける当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の

支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第１

項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

３  令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の

個人の市民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）に

ついては、次に定めるところによる。 

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税

に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に

係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人

の市民税の額から第 47条の５第１項に規定する年金所得に係る

仮 特 別 徴 収 税 額 を 控 除 し た 額 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同

じ。）を３で除して得た金額（当該金額に 100円未満の端数があ

るとき、又は当該金額の全額が 100円未満であるときは、その端

数 金 額 又 は そ の 全 額 を 切 り 捨 て た 金 額 。 以 下 こ の 項 に お い て

「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別

税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残
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額 に 相 当 す る 金 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 10月 分 金 額 」 と い

う。）に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の

初日の属する年の 10月１日から 11月 30日までの間においてはそ

の者の 10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 12月

１日から翌年の３月 31日までの間においてはその者の分割金額

に相当する税額とする。 

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税

に係る特別税額控除額がその者の 10月分金額以上であり、かつ、

その者の 10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない

場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の

10月１日から 11月 30日までの間における税額はないものとし、

同年 12月１日から翌年の１月 31日までの間においてはその者の

10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所

得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に

相当する税額、同年２月１日から３月 31日までの間においては

その者の分割金額に相当する税額とする。 

 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税

に係る特別税額控除額がその者の 10月分金額とその者の分割金

額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該

年度の初日の属する年の 10月１日から翌年の１月 31日までの間

における税額はないものとし、同年２月１日から３月 31日まで

の間においてはその者の第 47条の５第２項の規定により読み替

えられた第 47条の２第１項に規定する年金所得に係る特別徴収

税額に相当する税額とする。 

４  前項の規定の適用がある場合における第47条の４の規定の適用に

ついては、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年

度の初日の属する年の 10月１日から翌年の３月 31日までの間にお

ける当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の

支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第３

項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

５  令和６年度分の個人の市民税につき第47条の６第１項の規定の適
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用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の12

第３項及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係

る令和７年度分特別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税

額控除対象納税義務者の第 34条の３、第 34条の５から第 34条の８

まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の

２第１項、附則第７条の４及び附則第９条の２の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。 

附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条

第３項中「第34条の８第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び

前条」を加え、「同項中」を「第34条の８第１項中」に、「とあるの

は、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、附則第７条の５第１

項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第８条第２項及び」と、前

条中「附則第７条の４及び」とあるのは「附則第７条の４、次条第２

項及び」とする」に改める。 

附則第 10条の２第 21項を削り、同条第 20項を同条第 21項とし、同

条第19項中「附則第15条第25項第３号ハ」を「附則第15条第25項第４

号ハ」に改め、同項を同条第20項とし、同条第18項中「附則第15条第

25項第３号ロ」を「附則第15条第25項第４号ロ」に改め、同項を同条

第19項とし、同条第17項中「附則第15条第25項第３号イ」を「附則第

15条第25項第４号イ」に改め、同項を同条第18項とし、同条第16項中

「附則第15条第25項第２号ハ」を「附則第15条第25項第３号ハ」に改

め、同項を同条第17項とし、同条第15項中「附則第15条第25項第２号

ロ」を「附則第15条第25項第３号ロ」に改め、同項を同条第16項とし、

同条第14項中「附則第15条第25項第２号イ」を「附則第15条第25項第

３号イ」に改め、同項を同条第15項とし、同条第13項の次に次の１項

を加える。 

14 法附則第15条第25項第２号に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、７分の６とする。 

附則第 10条の２第 22項中「附則第 15条第 33項」を「附則第 15条第

32項」に改め、同条第23項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第
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37項」に改め、同条第27項を同条第28項とし、同条第26項を同条第27

項とし、同条第25項中「附則第15条第43項」を「附則第15条第42項」

に改め、同項を同条第26項とし、同条第24項中「附則第15条第42項」

を「附則第15条第 41項」に改め、同項を同条第25項とし、同条第23項

の次に次の１項を加える。 

24 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は、２

分の１とする。 

附則第 10条の３第 13項を同条第 14項とし、同条第 12項中「附則第

７条第17項」を「附則第７条第18項」に改め、同項を同条第13項とし、

同条第11項中「附則第７条第16項各号」を「附則第７条第17項各号」

に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項中「附則第７条第11項各

号」を「附則第７条第12項各号」に改め、同項を同条第11項とし、同

条第９項中「附則第７条第10項各号に規定する」を「附則第７条第11

項各号に掲げる」に改め、同項を同条第10項とし、同条第８項中「附

則第７条第９項各号」を「附則第７条第10項各号」に改め、同項を同

条第９項とし、同条第７項中「附則第７条第８項各号」を「附則第７

条第９項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条中第６項を第７

項とし、第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、同条第２項の次

に次の１項を加える。 

３  市長は、法附則第15条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅

のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がな

かった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（平成 20年法律第 87号）第５条第４項に規定する管理者等から、

法附則第 15条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則第７条

第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る

住宅が法附則第 15条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当

すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項

又は第２項の規定を適用することができる。 

附則第 11条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第 11条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令

和７年度又は令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は
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令和５年度分」を「令和７年度分又は令和８年度分」に改め、同条第

２項中「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」を「令和

７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年度分」

を「令和８年度分」に改める。 

附則第 12条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度か

ら令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、

「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、 100分の

2.5）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の

固定資産税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和

４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各

年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「令和３年度から令和５年

度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第 13条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和

５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下

この項において同じ。」及び「（令和３年度分の固定資産税にあって

は、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第 15条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月31

日」を「令和９年３月31日」に改める。 

附則第16条の３第３項に次の１号を加える。 

 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第 16条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 

附則第16条の４第３項に次の１号を加える。 

 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第 16条の４第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 

附則第17条第３項に次の１号を加える。 
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 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第 17条第１項の規定による

市民税の所得割の額」とする。 

附則第18条第５項に次の１号を加える。 

 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第 18条第１項の規定による

市民税の所得割の額」とする。 

附則第19条第２項に次の１号を加える。 

 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第 19条第１項の規定による

市民税の所得割の額」とする。 

附則第20条第２項に次の１号を加える。 

 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第 20条第１項の規定による

市民税の所得割の額」とする。 

附則第20条の２第２項に次の１号を加える。 

 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第 20条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 

附則第20条の２第５項に次の１号を加える。 

 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第 20条の２第３項後段の規

定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第20条の３第２項に次の１号を加える。 

 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」と
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あるのは、「所得割の額並びに附則第 20条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 

附則第20条の３第５項に次の１号を加える。 

 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第 20条の３第３項後段の規

定による市民税の所得割の額」とする。 

附  則  

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の阿久

根市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の

年度分の固定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産

税については、なお従前の例による。

２ 令和２年４月１日から令和６年３月31日までの間に新たに取得さ

れた地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第

１条の規定による改正前の地方税法（昭和 25年法律第 226号。次項

及び第４項において「旧法」という。）附則第 15条第 25項に規定

する特定再生エネルギー発電設備に対して課する固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

３  平成29年４月１日から令和６年３月31日までの間に受けた旧法附

則第 15条第 32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定

事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産

税については、なお従前の例による。 

４  都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第43

号）の施行の日から令和６年３月 31日までの間に整備された旧法

附則第 15条第 39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供す

る固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例

による。 
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報告第４号 

   専決処分の承認について 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

  令和６年５月30日提出  

阿久根市長  西  平  良  将     
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専決第４号 

   阿久根市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

について 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 

  令和６年３月30日  

阿久根市長  西  平  良  将     

   専決処分する理由 

 地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第 136号）が

公布されたことから、阿久根市国民健康保険税条例の一部改正につい

て専決処分する。 

－18－



阿久根市条例第18号  

   阿久根市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 阿久根市国民健康保険税条例（昭和45年阿久根市条例第35号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第３項ただし書中「220,000円」を「240,000円」に改める。 

第 26条第１項中「220,000円」を「240,000円」に改め、同項第２号

中「 290,000円」を「 295,000円」に改め、同項第３号中「 535,000円」

を「545,000円」に改める。 

   附  則  

 （施行期日） 

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２  この条例による改正後の阿久根市国民健康保険税条例の規定は、

令和６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５

年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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報告第７号 

   繰越明許費繰越計算書の報告について 

 繰越明許費を次のとおり繰り越したので、地方自治法施行令（昭和

2 2年政令第1 6号）第 1 4 6条第２項の規定により議会に報告する。 

  令和６年５月3 0日提出  

阿久根市長  西  平  良  将     
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令 和 ５ 年 度 阿 久 根 市 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 

 一般会計 

（単位：円） 

款 項 事 業 名 金 額 
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳  

既 収 入

特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源
一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

２ 総 務 費 ３ 戸籍住民基本台帳費
住民基本台帳システム

等改修事業 
16,885,000 16,885,000 16,885,000 0 

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費
住民税非課税世帯等への価

格高騰重点支援給付金事業
23,600,000 23,600,000 23,600,000 0

 ２ 児 童 福 祉 費
子育て世帯価格高騰生

活支援特別給付金事業
1,511,000 1,511,000 1,511,000

４ 衛 生 費 １ 保 健 衛 生 費
新型コロナウイルス感

染症予防接種事業 
871,000 871,000 871,000 0

６ 農林水産業費 １ 農 業 費 産地づくり対策事業 643,000 0 0 

かごしまの農業未来創

造支援事業 
4,700,000 4,700,000 1,880,000 1,500,000 1,221,000 99,000

 ３ 水 産 業 費
水産加工業の輸出向け

HACCP等対応施設整備事業
83,870,000 82,472,000 82,472,000 0

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 維持ダンプ整備事業 5,357,000 5,357,000 1,350,000 4,000,000 7,000 

社会資本整備総合交付

金事業 
28,206,000 27,948,000 14,953,000 12,900,000 95,000

  防災・安全交付金事業 1,175,000 1,175,000 692,000 400,000 83,000

  交通安全対策事業 8,000,000 4,780,000 2,813,000 1,900,000 67,000 

  橋りょう修繕事業 6,015,000 4,277,000 2,525,000 200,000 1,552,000

 ３ 河 川 費 急傾斜地崩壊対策事業 3,700,000 3,700,000 1,850,000 1,400,000 370,000 80,000

 ５ 都 市 計 画 費
番所丘公園オートキャ

ンプ場整備事業 
30,465,000 18,570,000 18,500,000 70,000 

－
2
1
－



（単位：円） 

款 項 事 業 名 金 額 
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳  

既 収 入

特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源
一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

８ 土 木 費 ６ 住 宅 費 公営住宅整備事業 21,010,000 21,010,000 10,128,000 10,800,000 82,000

危険住宅移転促進事業 6,602,000 6,602,000 4,951,000 1,651,000

10 教 育 費 ２ 小 学 校 費 小学校校舎等整備事業 34,741,000 34,741,000 8,729,000 17,100,000 8,912,000

11 災害復旧費
４ 農林水産施設

  災 害 復 旧 費

単独農業施設災害復旧

事業 
300,000 300,000 300,000

補助林業施設災害復旧

事業 
13,281,000 8,081,000 5,886,000 1,800,000 395,000

６ 土 木 施 設

  災 害 復 旧 費

補助土木施設災害復旧

事業 
13,600,000 12,687,000 8,462,000 4,200,000 25,000

合 計 304,532,000 279,267,000 1,350,000 190,697,000 70,700,000 1,591,000 14,929,000

－
2
2
－



議案第34号  

阿久根市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の

制定について 

阿久根市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり定める。 

  令和６年５月30日提出  

阿久根市長  西  平  良  将     

   提案理由 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31年政

令第 335号）が改正されたことから、条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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（別紙） 

阿久根市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

 阿久根市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年阿久根市条例第40

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第 ２項第 ２号中「 8,900円」を「、 9,100円」に、「 14,200

円」を「、14,200円」に改める。 

 別 表 中 「 12,440」 を 「 12,500」 に 、 「 13,320」 を 「 13,350」 に 、

「 10,670」を「 10,800」に、「 11,550」を「 11,650」に、「 8,900」

を「9,100」に、「9,790」を「9,950」に改める。 

   附  則  

１  この条例は、公布の日から施行する。 

２  この条例による改正後の阿久根市消防団員等公務災害補償条例第

５ 条 第 ２ 項 及 び 別 表 の 規 定 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 支 給 す べ

き 事 由 の 生 じ た 阿 久 根 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 第 ５ 条 第 １

項 に 規 定 す る 損 害 補 償 （ 以 下 「 損 害 補 償 」 と い う 。 ） 並 び に 同 日

前 に 支 給 す べ き 事 由 の 生 じ た 同 日 以 後 の 期 間 に 係 る 同 条 例 第 ４ 条

第 ３ 号 に 規 定 す る 傷 病 補 償 年 金 、 同 条 第 ４ 号 ア に 規 定 す る 障 害 補

償 年 金 及 び 同 条 第 ６ 号 ア に 規 定 す る 遺 族 補 償 年 金 （ 以 下 「 傷 病 補

償 年 金 等 」 と い う 。 ） に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 給 す べ き 事 由

の 生 じ た 損 害 補 償 （ 傷 病 補 償 年 金 等 を 除 く 。 ） 及 び 同 日 前 に 支 給

す べ き 事 由 の 生 じ た 同 日 前 の 期 間 に 係 る 傷 病 補 償 年 金 等 に つ い て

は、なお従前の例による。 
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議案第35号  

  阿久根市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 阿久根市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり定める。 

  令和６年５月30日提出  

阿久根市長  西  平  良  将     

   提案理由 

 子ども・子育て会議の事務を処理する課を変更するため、条例の一

部を改正しようとするものである。 
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（別紙） 

   阿久根市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

阿久根市子ども・子育て会議条例（平成25年阿久根市条例第25号）

の一部を次のように改正する。 

第７条中「福祉課」を「こども保健課」に改める。 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第36号  

阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例及び阿久根市

営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例及び阿久根市営住

宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和６年５月30日提出  

阿久根市長  西  平  良  将     

提案理由 

配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

13年法律第31号）が改正されたことから、関係条例の一部を改正しよ

うとするものである。 
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（別紙） 

   阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例及び阿久根市

営住宅条例の一部を改正する条例 

 （阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例（昭和51年

阿久根市条例第12号）の一部を次のように改正する。 

第 ２ 条 第 ２ 項 第 ６ 号 中 「 第 10条 第 １ 項 」 の 次 に 「 又 は 第 10条 の

２」を加える。 

 （阿久根市営住宅条例の一部改正） 

第２条 阿久根市営住宅条例（平成10年阿久根市条例第９号）の一部

を次のように改正する。 

  第６条第１項第１号ク (ｲ)中「第 10条第１項」の次に「又は第 10

条 の ２ （ 配 偶 者 暴 力 防 止 等 法 第 28条 の ２ に お い て こ れ ら の 規 定 を

準用する場合を含む。）」を加える。 

   附  則  

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第37号  

阿久根市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について 

阿久根市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和６年５月30日提出  

阿久根市長  西  平  良  将     

提案理由 

包括的支援事業の実施に関する基準について、厚生労働省令で定め

る基準によることとするため、条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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（別紙） 

   阿久根市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

阿久根市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例（平成27

年阿久根市条例第17号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第123号。以下「法」という。」を「第123号」に改める。 

 第２条及び第３条を次のように改める。 

 （包括的支援事業の実施に関する基準） 

第２条 包括的支援事業の実施に関する基準は、介護保険法施行規則

（平成11年厚生省令第36号）に定めるところによる。 

 （委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

 第４条を削る。 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第38号  

   阿久根市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 阿久根市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり定める。 

  令和６年５月30日提出  

              阿久根市長  西  平  良  将     

   提案理由 

 水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格について、政

令で定める資格によることとするため、条例の一部を改正しようとす

るものである。 
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（別紙） 

   阿久根市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条

例 

 阿久根市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例（平成 25年阿久根市条例第 20

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「次の各号」を「水道法施行令（昭和 32年政令第

336号。以下「令」という。）第５条第１項各号」に改め、同項各号

及び同条第２項を削る。 

 第４条第１項中「次の各号」を「令第７条第１項各号」に改め、同

項各号及び同条第２項を削る。 

   附  則  

１  この条例は、公布の日から施行する。 

２  この条例による改正前の阿久根市水道事業布設工事監督者の配置

基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第

４条第１項第６号に規定する講習の課程を修了している者は、この

条例による改正後の阿久根市水道事業布設工事監督者の配置基準及

び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第４条の

水道技術管理者の資格に必要な講習の課程を修了した者とみなす。 

－32－



議案第39号  

   阿久根市給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 阿久根市給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和６年５月30日提出  

              阿久根市長  西  平  良  将     

   提案理由 

 水道法（昭和 32年法律第 177号）が改正されたことから、条例の一

部を改正しようとするものである。 
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（別紙） 

   阿久根市給水条例の一部を改正する条例 

阿久根市給水条例（昭和40年阿久根市条例第11号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第７条第１項及び第40条第２項中「第16条の２第３項の厚生労働省

令で定める」を「第16条の２第３項ただし書に規定する」に改める。 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。 
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